
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究の背景と目的 

都市における樹林地や草地などの緑地は，様々な動植物の生

息・生育の場として重要であるとともに，都市住民にとって身近

な自然とのふれあいの場として極めて重要である 1)。国土交通省

では，平成 22 年に名古屋市において開催された生物多様性条約

第10回締約国会議（COP10）における決議等を踏まえ，自治体

における都市の生物多様性の確保に向けた取組を一層支援するこ

とを目的に，平成 23 年に「緑の基本計画における生物多様性の

確保に関する技術的配慮事項（都市緑地法運用指針参考資料）2)」，

平成25年に「都市の生物多様性指標（素案）3)」，平成28年に「都

市における生物多様性指標（簡易版）4)」を策定している。さら

に，同指標簡易版 4)をもとに，都市の生物多様性指標研究会から

全国の指標上位の自治体が公表され 5)，マスコミや自治体から大

きな反響がある 6)など，今日において都市における生物多様性の

確保に関する取組の機運が高まっている状況にある。 
一方で，国土交通省が平成 26・27 年度に行った調査の結果，

十分な動植物データを持つ自治体が極めて少ない現状が明らかに

なり 4)，同指標簡易版では，「今後は動植物種の調査の普及が進み，

動植物種の変化を示すデータが蓄積され，動植物種数の経年変化

の具体的状況を評価できる状況になることが望ましい」というこ

とが今後の課題として挙げられている 4)。「自治体が地域の生態系

や生物多様性の実態を把握できていない」という課題は，都市に

おける生物多様性の確保に係わる議論の中で，これまでも度々指

摘されている 7),8)。特に，自治体が生物多様性の現状把握を行うに

は，専門業者に委託により行われるケースが多いが，予算の制約

等から調査実施回数や対象範囲が限定されがちであり，市域スケ

ールで長期的に実施するのは困難と言われている 9)。 
そのような中，自治体において市民との協働により動植物の状

況をモニタリングする方法（以下，「市民参加型生物調査」と表記）

は，上記の課題解決に資する有効な方法の一つと言われている 7)。

しかし，既往知見では市民参加型生物調査の方法やその効果につ 

いて，個別の自治体における事例研究 10)や報告 11)はみられるもの

の，全体的にみてどのくらいの自治体でどのような取組が行われ

ているのか，取組を一層推進するにはどのような課題があるのか

という点については，十分に明らかにされていない。 
また，都市における生物多様性の確保に関わる各種の取組を市

域スケールで効果的に進めていく上では，都市における緑地保全

および緑化推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため

に市町村が定める「緑の基本計画（都市緑地法第 4 条）」を活用

することが有効である 2)。前述の「緑の基本計画における生物多

様性の確保に関する技術的配慮事項（都市緑地法運用指針参考資

料）」の中では，「都市の生物多様性の確保の観点から緑の基本計

画の内容を高めていくには，動植物の分布や生息・生育状況を把

握するための自然環境調査を実施し，その結果をもとに目標の設

定，緑地の配置方針の設定，施策の検討等を行うことが重要」で

あり，「調査の実施に際して，市民団体等と協働することも有効な

方法」と記載されている 2)。また，同資料では，「緑の基本計画の

策定後のモニタリングの企画に当たっては，継続的なモニタリン

グが容易な調査項目・方法をあらかじめ採用しておくことが重要」

とした上で，「モニタリングの実施に際して，専門的な情報を有す

る市民団体等と協働することや小学校等の教育機関や地域住民の

参画を得て催事的に行うことも有効な方法」と記載され，さらに

「教育機関や地域住民の参画を得て行うモニタリングについては，

単に，必要な情報が効率的に収集できるだけでなく，社会に生物

多様性についての理解が浸透するように，普及啓発や環境教育等

の施策を展開するための手段等としても効果的であり，積極的に

取り組むことが重要」と記載されている 2)。緑の基本計画を活用

した都市の生物多様性の確保に関する既往研究として，生物多様

性保全施策の現状と課題を整理したもの 7)，緑地の機能評価と施

策方針の関連について考察したもの 12)，流域を基盤とした地域環

境の視点から緑の基本計画の策定技術について考察したもの 13)

などがあるものの，市民参加型生物調査が緑の基本計画の策定時
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における自然環境調査や計画に基づく緑地保全施策の推進などで

どのように活用されているか，あるいはどのような活用可能性が

あるのか，という点については十分に明らかにされていない。 
そこで，本研究では，市民参加型生物調査の現状と課題を明ら

かにするとともに，市民参加型生物調査の緑の基本計画の策定や

計画に基づく緑地保全施策の推進への活用可能性についても明ら

かにすることを目的とした。 
 

２．研究の方法 

（１）緑の基本計画の収集 

酒井 14)は，緑の基本計画について「自治体の規模が大きいほど，

また策定年度が新しいほど，計画内容や策定プロセスが優れてい

る傾向がみられる」と述べている。千葉ら 8)は，「自治体の規模が

大きいほど，生物多様性に関する取組が進んでいる」と述べてい

る。高瀬ら 15)は，「自治体の規模が大きいほど，緑地保全活動へ

の市民参加の促進に関する取り組みが行われている」と述べてい

る。曽根ら 7)が都市の生物多様性に関する科学的知見を整理する

ために行った 61 本の研究レビューでは，半数以上が東京都，神

奈川県，埼玉県，千葉県の1都3県を対象地としており，首都圏

に集中している。これらのことから，本研究では，緑の基本計画 
 
表－１ 緑の基本計画の分析で対象とした自治体（38計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

における市民参加型生物調査の今後の展望を考察するにあたり，

生物多様性に関する取組意欲が高く，かつ緑の基本計画が行政内

外に影響力を発揮できる実効性の高い内容であることが望ましい

ため，これらを満たすと考えられる事例として，674市区町村（平

成 27 年度末時点）で策定されている緑の基本計画のうち首都圏

（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県）における人口

20 万人以上の都市において最近 10 年間（平成 19 年 9 月から平

成29年8月まで）に新たに策定・改訂された38計画 16)（表－１）

を対象に収集した。 
（２）緑の基本計画における市民参加型生物調査の記載状況調査 

上述の 38 計画について，予備調査として，緑の基本計画にお

ける市民参加型生物調査の記載状況を確認した 17)。その結果，38
計画中30計画で記載が確認された（図－１）。 
（３）市民参加型生物調査の取組状況と課題および緑の基本計画

の策定等への活用に関するアンケート調査 

上記（２）で抽出された，首都圏の人口 20 万人以上の都市の

うち，過去 10 年以内に緑の基本計画を策定・改訂し，かつ同計

画内に市民参加型生物調査の記載が確認された 30 の自治体を対

象として，「緑の基本計画および市民参加型生物調査に関するア

ンケート調査」を平成29年11～12月に実施した。表－２に示す

項目について質問し，30自治体すべてから回答を得た。 
（４）市民参加型生物調査を緑の基本計画および施策の推進に活

用した事例調査 

上記（３）のアンケート調査のうち，「市民参加型生物調査の目

的」に関する質問（表－２の2-2）に対する回答において，「普及

啓発」，「モニタリング」，「計画策定」，「施策推進」のすべてにつ

いて「主目的として当てはまる」または「主目的ではないが目的 
の一つとして当てはまる」のいずれかと回答した自治体を対象に， 
 
 表－２ 市民参加型生物調査の取組状況と課題および緑の基本計画の策定等への活用に関するアンケート調査の質問項目 

都県名 市区名
埼玉県 川越市，川口市，所沢市，春日部市，草加市，越谷市
千葉県 千葉市，船橋市，松戸市，柏市，市原市
東京都 港区，新宿区，墨田区，品川区，目黒区，大田区，世田谷

区，中野区，杉並区，豊島区，北区，荒川区，板橋区，練
馬区，江戸川区，八王子市，府中市，調布市，町田市

神奈川県 横浜市，川崎市，相模原市，横須賀市，平塚市，藤沢市，
茅ヶ崎市，大和市

質問項目 選択肢 回答方式

1-1.市民参加型生物調査の実施の有無 ①現在，取組が実施されている（数年おきなど不定期に実施している場合を含む） SA

②現在，取組が実施されていない（過去には取組が実施されていた，休止中の場合を含む）

③現在，取組が実施されていない（未実施）

1-2.市民参加型生物調査の一層の取組推進に向けた課題 ・行政職員等の技術力の不足（動植物調査に係るコーディネートのノウハウ等） MA

・行政職員等の人員の不足（人手不足，他に優先すべき業務が多く時間が足りない等） ★☆

・調査に係る財源・予算の不足（調査支援のための発注の予算が少ない等）

・地域住民のモチベーション・人材・技術の不足

・調査成果の信頼性の担保（専門機関，専門業者，自然環境関係公益法人との連携等）

・調査成果の活用方策

・不明

・その他

2-1.市民参加型生物調査に係る諸元 取組の開始時期，実施頻度，参加人数，調査地点数 SA

　  ※1-1.で①または②を選択した場合のみ回答 主な参加者層（大人：初心者，大人：中～上級者，子ども） MA

対象とする動植物（植物，哺乳類，鳥類，は虫類，両生類，魚類，昆虫類，その他）

2-2.市民参加型生物調査の目的 ・市民（区民）の身近な自然環境に対する理解の『普及啓発』 MA

　  ※1-1.で①または②を選択した場合のみ回答 ・市内の自然環境の経年変化等を把握するための『モニタリング』 ★☆

・緑の基本計画や生物多様性地域戦略等の『計画策定』のための自然環境に係る基礎調査資料

・緑地保全，自然環境保全の『施策検討』（特別緑地保全地区の指定や緑地管理活動等を含む）

・その他

3-1.市民参加型生物調査の緑の基本計画を策定・改訂する ①自然環境調査の主要なものとして活用している SA

　　際の「自然環境に係る現況調査等」での活用状況  （他の専門の調査業者による調査も補足として併せて活用している場合を含む）

　  ※1-1.で①または②を選択した場合のみ回答 ②自然環境調査は専門の調査業者による調査を主としているが，市民参加型生物調査の成果

　も補足情報の一つとして活用している

　（他の専門の調査業者による調査も補足として併せて活用している場合を含む）

③市民参加型生物調査の成果を活用していない

④不明

3-2.今後の緑の基本計画の改訂時等における市民参加型 ①自然環境調査の主要なものの一つとして活用する予定 SA

　　生物調査の活用予定 　（他の専門の調査業者による調査も補足として併せて活用する予定）

　  ※1-1.で①または②を選択した場合のみ回答 ②自然環境調査は専門の調査業者による調査を主としつつ，市民参加型生物調査の成果も補足情報の

　一つとして活用を予定

③市民参加型生物調査の成果を活用する予定はない

④不明

3-3.「市民参加型生物調査」を緑の基本計画等に活用する ・調査コストの削減 MA

　　ことにより期待される（あるいは実際に確認されている）・市内の自然環境の状態を専門の調査業者に委託する調査よりも詳細に把握できる ★☆

    メリット 　（調査期間を長くする，調査範囲を増やすなど）

　  ※3-1.で①または②を選択した場合のみ回答 ・計画内容や計画に位置づけた施策を推進するにあたり説得力が強まる

・調査参加者の参加意欲の向上

・市民協働を盛り込むことによる計画策定や自然環境調査のために必要な予算の確保

・その他

3-4.3-1.で②または③を選択した理由 ・市民参加型生物調査は，元々はモニタリングまたは普及啓発を主目的としており，計画策定を主目的としていない MA

　  ※3-1.で②または③を選択した場合のみ回答 ・市民参加型生物調査の成果を計画策定に活用するには調査の精度や方法に課題がある ★☆

　（対象範囲や対象とする動植物種が限定されており市域全体の計画策定のための基礎資料には馴染まない等）

・計画策定のための自然環境の基礎調査は，専門業者の委託等により行っていることから，市民参加型生物調査を

　行う必要性がない（あるいは優先順位が低い）

・市民参加型生物調査をコーディネートする行政事務に労力を割く余裕がない

・その他

SAは単回答，MAは複数回答を示す。★は，回答される方の担当者としての個人的な意見を伺うものとして質問したもの。☆は補足説明の自由記述欄（任意回答）も設けたもの。
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より具体的な活用状況や活用することによるメリットについて明

らかにするため，アンケート回答の自由記述欄およびアンケート

の回答内容を踏まえた補足のヒアリング調査を行った。 
 

３．結果 

（１）市民参加型生物調査の取組状況と課題 

１）市民参加型生物調査の実施の有無 
市民参加型生物調査の実施の有無に関するアンケート回答の結

果を図－１の1-1に示した。回答対象自治体全体（30自治体）の

うち，約8割にあたる23自治体が「現在，取組が実施されてい

る」，約1割にあたる4自治体が「現在，取組が実施されていな

い（過去には取組が実施されていた）」，約1割にあたる3自治体

が「現在，取組が実施されていない（未実施）」と回答し，「現在，

取組が実施されている」，「現在，取組が実施されていない（過去

には取組が実施されていた）」を合わせると9割の自治体におい

て，市民参加型生物調査が緑の基本計画に記載された上で実際に

実施されていることが分かった。 
２）市民参加型生物調査の更なる実施に向けた課題 
市民参加型生物調査の更なる実施に向けた課題に関するアンケ

ートの結果を図－１の1-2に示した。回答対象自治体全体（30自

治体）のうち，半数以上にあたる17自治体が「行政職員等の技

術力の不足」，「調査に係る財源・予算の不足」を選択したほか，

16自治体が「行政職員等の人員の不足」，「調査成果の活用方策」

を選択した。これらの課題は，調査の実施の有無（図－１の1-1）
の別を問わず選択された。その他の回答としては，「庁内で生きも

のを担当する所管が明確になっていない」，「公園緑地部局と環境

部局の連携」等の回答が挙がっていた。 
３）市民参加型生物調査の目的 
 市民参加型生物調査の目的を図－１の2-2に示した。目的とし

て当てはまる」または「主目的ではないが目的の一つとして当て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 市民参加型生物調査の取組状況と課題および緑の基本 

計画の策定等への活用に関するアンケート調査の結果 

はまる」のいずれかを選択した自治体の合計でみると，回答対象

自治体全体（27自治体）のうち，27自治体すべてが「市民（区

民）の身近な自然環境に対する理解の『普及啓発』」を選択し，約

9割にあたる24自治体が「市内の自然環境の経年変化等を把握す

るための『モニタリング』」を選択した。また，約5割にあたる

14自治体が「緑の基本計画や生物多様性地域戦略等の『計画策定』

のための自然環境に係る基礎調査資料」，約2割にあたる5自治

体が「緑地保全，自然環境保全の『施策検討』（特別緑地保全地区

の指定や緑地管理活動等を含む）」を選択した。その他の回答とし

ては，「生きものの生態に関する情報を共有することによる区民と

のコミュニケーションの形成」という回答が挙がっていた。 
（２）市民参加型生物調査の緑の基本計画への活用状況 

１）市民参加型生物調査の緑の基本計画への活用状況 

市民参加型生物調査の緑の基本計画を策定・改訂する際の「自

然環境に係る現況調査等」での活用状況に関するアンケートの結

果を図－１の3-1に示した。回答対象自治体全体（27自治体）の

うち，約3割にあたる8自治体が「自然環境調査の主要なものと

して活用している」，約3割にあたる7自治体が「自然環境調査

は専門の調査業者による調査を主としているが，市民参加型生物

調査の成果も補足情報の一つとして活用している」，約4割にあ

たる12自治体が「市民参加型生物調査の成果を活用していない」

を選択した。「不明」を選択した自治体はみられなかった。 
２）今後の緑の基本計画の改訂時等における市民参加型生物調査

の活用予定 

今後の緑の基本計画の改訂時等における市民参加型生物調査の

活用予定に関するアンケートの結果を図－１の3-2に示した。回

答対象自治体全体（27自治体）のうち，約3割にあたる8自治体

が「自然環境調査の主要なものの一つとして活用する予定」，約4
割にあたる11自治体が「自然環境調査は専門の調査業者による

調査を主としつつ，市民参加型生物調査の成果も補足情報の一つ

として活用を予定」，約1割にあたる3自治体が「市民参加型生

物調査の成果を活用する予定はない」，約2割にあたる5自治体

が「不明」を選択した。 
３）市民参加型生物調査を緑の基本計画等に活用することによ 

  るメリット 

市民参加型生物調査を緑の基本計画等に活用することにより期

待される（あるいは実際に確認されている）メリットに関するア

ンケートの結果を図－１の3-3に示した。回答対象自治体全体（15
自治体）のうち，約8割にあたる12自治体が「計画内容や計画

に位置づけた施策を推進するにあたり説得力が強まる」，約7割

にあたる10自治体が「調査参加者の参加意欲の向上」，約5割に

あたる8自治体が「市内の自然環境の状態を専門の調査業者に委

託する調査よりも詳細に把握できる」，「調査コストの削減」を選

択した。その他の回答としては，「市内の自然環境の周知方法の一

つとなる」等の回答が挙がっていた。 
４）緑の基本計画の策定時に自然環境調査の主要なものの一つ 

として活用しない理由 

緑の基本計画の策定時に自然環境調査の主要なものの一つとし

て活用しない理由（「緑の基本計画の策定時に自然環境調査の主要

なものの一つとして活用する」以外を選択した理由）に関するア

ンケートの結果を図－１の3-4に示した。回答対象自治体全体（19
自治体）のうち，約7割にあたる13自治体が「市民参加型生物

調査は，元々はモニタリングまたは普及啓発を主目的としており，

計画策定を主目的としていない」，約5割にあたる9自治体が「市

民参加型生物調査の成果を計画策定に活用するには調査の精度や

方法に課題がある」を選択した。その他の回答としては，「現行の

緑の基本計画の公表後に，市民参加型生物調査の取組を実施した

ため，現行計画には反映されていない」等の回答が挙がっていた。 
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緑の基本計画での
記載有無 （N=38）

1-1. 実施有無 (N=30)

行政の技術力

財源・予算

成果活用策

行政の人員

成果の信頼性

住民の意欲等

その他

1-2.

2-2. 普及啓発

モニタリング

計画策定

施策検討

その他

3-1. 緑の基本計画へ
の活用状況 (N=27)

3-3. 

3-4.

説得力向上

参加意欲向上

詳細な調査

コスト削減

予算確保

その他

計画策定を主目的としていない

調査精度・方法が課題

必要性がない

その他

3-2. 緑の基本計画へ
の今後の活用予定

課
題

メ
リ
ッ
ト

目
的

理
由

56.7%

56.7%

53.3%

53.3%

36.7%

36.7%

10.0%

80.0%

66.7%

53.3%

53.3%

26.7%

13.3%

68.4%

47.4%

5.1%

5.1%

記載あり 30

①主目的

②目的の一つ

①活用あり（主要）

②活用あり（補足）

③活用なし

①現在実施

②過去に実施

③未実施

記載なし 8

①活用予定あり（主要）

②活用予定あり（補足）

③活用予定なし

④不明

100.0%

88.9%

51.9%

18.5%

3.7%

(N=30)

(N=27)

(N=27)

(N=15)

(N=19)

※各図の番号は表‐2と一致
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（３）市民参加型生物調査を緑の基本計画および施策の推進に活

用した事例 

アンケート調査における「市民参加型生物調査の目的」に関す

る項目（表－２および図－１の2-2）で，「普及啓発」，「モニタリ

ング」，「計画策定」，「施策推進」のすべてについて「主目的とし

て当てはまる」あるいは「主目的ではないが目的の一つとして当

てはまる」と回答したのは，回答対象の27自治体のうち5自治

体（茅ヶ崎市，藤沢市，柏市，目黒区，川崎市）であった。アン

ケート回答の自由記述欄およびアンケートの回答内容を踏まえた

補足のヒアリング調査により，具体的な活用状況や活用すること

によるメリットについて把握・整理した結果を以下に示す。 
１）茅ヶ崎市の事例 
茅ヶ崎市の市民参加型生物調査（茅ヶ崎市自然環境評価調査）

は， 市内全域における動植物の生育・生息状況を評価するために，

地域の生物に関する専門知識を有する市民（以下，「市民専門家」

と表記）が中心となり，近隣の研究機関とも連携しながら調査を

実施している。平成15～17年度に行われた第1回の調査では，

豊かな自然環境に見られる指標種を樹林地，草地，水辺，海岸の

4つの環境別で設定（合計約120種）した上で，それぞれの調査

で確認された指標種の種数をもとに，市内76の小区域を5ラン

クで評価（図－２）するとともに，評価結果をもとに保全上最も

重要なコア地域を計7地域抽出している。その後，第1回調査で

抽出されたコア地域を中心に，第2回調査を平成22～24年度に，

第3回調査を平成27～29年度に実施している。ヒアリングでは，

市民専門家による調査の利点として，専門業者よりも詳細かつ低

コストで調査が行われるとともに，継続的なモニタリングができ

ることが挙げられた。 
茅ヶ崎市の緑の基本計画（平成21年7月改訂版）18)では，上

記の茅ヶ崎市自然環境評価調査の成果（保全上最も重要なコア地

域（計7地域）の抽出等）を反映し，緑の基本計画内の環境保全

系統の配置方針の中で，「生態系ネットワークの核（コア）となる

地域」として示している（図－３）。さらに，これら7地域のう

ちの4地域を特別緑地保全地区の候補地として位置づけ，指定に

向けた具体の方針を示すとともに，その根拠として，例えば「茅

ヶ崎市自然環境評価調査において猛禽類のオオタカや本市で個体

数が減少しているホトケドジョウ，ニホンアカガエルの生息が確

認されている」など具体的な生物（指標種）の確認情報も示して

いる。同市では，これらの候補地について，平成21年7月の計

画策定以降これまでに2地区を特別緑地保全地区19)として都市計

画決定している。都市計画決定に向けた検討段階では，当初緑の

基本計画に示された候補地の範囲から，自然環境評価調査のデー

タから分かった重要な区域も加えたかたちで，実際の区域指定が

なされた。また，土地所有者や県担当者との協議において，自然

環境評価調査の結果を指定の根拠として提示することで，土地所

有者や県庁の担当者などの関係者の理解を得るのに有用だったと

の回答が挙げられた。なお，同市では，現在も他の特別保全地区

候補地の都市計画決定に向けた取組を継続している。 
２）藤沢市の事例 
藤沢市の市民参加型生物調査（藤沢市自然環境実態調査）は，

市内の動植物の生育・生育状況の把握や緑地保全の重要性に係る

評価方法の構築を目的として，地元の自然保護団体メンバーなど

の市民専門家が中心となり，近隣の研究機関とも連携しながら調

査を実施している（当該調査は，平成10～13年度に第1回調査，

平成23～25年度に第2回調査が実施されている）。第2回調査で

は市内48箇所について調査を行い，指標種・重要種を選定した

上で種の豊かさを評価し，調査地点を評価の高い順に示している。 
その結果，48箇所のうちの最も評価の高かった上位3箇所は，後

述する，緑の基本計画における「緑の保全拠点となる緑地」とな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 市民参加型生物調査の結果（自然環境評価マップ）20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 緑の基本計画の環境保全系統の緑地の配置方針 

における生態系ネットワークの核となる地域18) 
 

っている3つの谷戸エリアと重なっている。 
藤沢市の緑の基本計画（平成23年7月改訂版）21)では，平成

10～13年度にかけて全市域を対象に実施した自然環境実態調査

の成果を活用し，特に「緑の保全拠点となる緑地（3つの谷戸エ

リア）」については，その保全の必要性の根拠として，「自然環境

実態調査において，貴重な生きものの生息が確認されている」こ

とを明示している。さらに，この3つの谷戸エリアのうち2つの

箇所については，事業計画（緑地保全計画）を策定し，緑地保全

に向けた法的担保手法（都市公園としての事業化や特別緑地保全

地区の指定など）の方針を示しており，今後は土地所有者や関係

機関との協議を進めていくこととしている。また，当該エリアの

保全管理活動では，本来生息・生育する動植物に配慮した順応的

管理を行うために，自然環境実態調査で作成された生物カルテを

活用することとしている。 
３）柏市の事例 
柏市の市民参加型生物調査（柏市自然環境調査）は，市内に残

された貴重な自然環境をできるだけ長期にわたって保全していけ

るよう，市内の市民・専門家で構成・運営されるNPO法人の環

樹林地評価マップ 草地評価マップ

海岸評価マップ

ランク 種数ランク 種数

ランク 種数

水辺評価マップ

ランク 種数
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境学習研究施設が事務局となり，市内在住者・在勤者・在学者等

を対象に自然環境調査のための調査員（ボランティア）を100名

程度募集し，調査を行っている（当該調査は，平成2年度，平成

9年度，平成18～20年度，平成28～30年度に実施）。初心者で

も説明会・研修会への参加や，調査グループによる実態調査，全

体調査会を行うことにより，調査データの精度向上を図っている。 
柏市の緑の基本計画（平成21年6月改訂版）22)では，平成18

～20年度に実施された当該調査によって抽出された生きものの

生息・生育の重要な確保地となるホットポイント（約40箇所）

を計画内に図示している。また，同計画内では施策展開に活用す

るための総合的な緑地評価（A～Cランク）を示す際に，その評

価指標の一つとして，自然環境調査でのホットポイントを用いて

いる。柏市では，今後もホットポイントや柏市自然環境調査（平

成28～30年度）の結果を参考に，例えば柏市谷津保全指針に基

づく谷津田や樹林地の保全等の取組を進めることを予定している。 
４）目黒区の事例 
目黒区の市民参加型生物調査（区民による身近な生物調査）は，

区内の自然環境やみどりの実態と経年変化の継続的な把握等を目

的に，区民が観察しやすい身近ないきものを対象として住民や団

体，学校等に呼びかけて調査を行っている。当該調査は，昭和52
年より40年以上にわたって毎年行われており，当初は広報誌に

おける市民とのコミュニケーション（季節に関する話題の一環）

として，ウグイスの初音やツバメの飛来に関する情報提供から始

まった。目黒区では行政が市民に対して身近ないきものに関心を

持ってもらうために，身近ないきものに関するニュースレターを

定期的に発行するなど，区民にわかりやすく魅力的なかたちで身

近な自然やいきものに関する情報発信を行うことで，調査協力者

を増加させていくことを図っている。平成29年9月時点で，自

然通信員に登録している世帯が約1,200世帯もあり，その数は増

加傾向にある。 
目黒区の緑の基本計画（平成28年3月改訂版）23)では，市民

参加型生物調査で得られたデータを活用し，「タンポポ，ツバメ等

の指標在来生物種の分布率50%24)」，「野鳥の年間確認種数50種

を維持し70種を目指す」といった生物に関する目標 25)を設定し

ているほか，市民参加型生物調査で得られたデータを活用して，

18種の生物種（オオタカ，カワセミ，シジュウカラ，ヤモリ，ヒ

グラシ等）の確認種数を町丁目単位に集計し，生物種数の多い地

域を保全上重要なエリアとして示している。また，目黒区では，

区の独自の取組として緑の基本計画に位置づけている生物多様性

保全林の指定等の検討を今後具体的に進めていくにあたり，市民

参加型生物調査のデータを活用していく予定とのことであった。 
５）川崎市の事例 
川崎市の市民参加型生物調査（かわさきみんなの生き物調査）

は，30年以上かけてこれまでに計8回実施されている「川崎市自

然環境調査」を踏まえつつも，より市民参加型の実施を図るもの

として今年度（平成29年度）より試行実施されているものであ

る。「見かけやすく分かりやすい生き物」かつ「環境の変化に敏感

で，地域の自然環境を知るためのモノサシとなる生き物」として，

春はチョウ，夏はセミ，秋はバッタ，冬は鳥など対象種を限定し，

市内の7ヵ所の公園緑地で生き物情報を集約している。同市では

このような調査の結果について，緑の基本計画の関連計画である

生物多様性地域戦略の中で（専門の調査業者による自然環境調査

を主としつつも）「補足情報の一つとして活用する 26)」こととし

ている。また，今後は国土交通省の都市の生物多様性指標に基づ

く指標づくり，市域の生物多様性の状態の把握に向けた取組推進，

市民・事業者と協働による緑地保全の維持管理活動に伴う生き物

情報の収集等を検討していくこととしている 27)。 
 

４．考察 

（１）市民参加型生物調査の取組状況と更なる推進に向けた課題 

 首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の1都3県）の人

口20万人以上の都市のうち，過去10年以内に緑の基本計画を策

定・改訂し，かつ市民参加型生物調査に関する記載が確認された

30の自治体においては，多くの自治体で実際に調査が実施されて

いた（図－１の1-1）。このことから，市民参加型生物調査は，都

市における生物多様性の確保に関する施策として実効性・実現性

のある取組であると考えられる。他方，その方法（参加人数，参

加者層，調査対象種等）は様々であり，後述する調査の目的のほ

か，自然環境の状況や市民による調査の取組の機運など，それぞ

れの地域の実情に応じて取組が行われていることが伺われた。 
市民参加型生物調査の目的は，調査を実施している27自治体

のうち，すべて 28)が「普及啓発」，約9割 28)が「モニタリング」

を目的としていたのに対し，緑の基本計画や生物多様性地域戦略

等の「計画策定」のための基礎資料を目的としているものは約5
割 28)，緑地保全，自然環境保全の「施策検討」を目的としている

ものは約2割 28)であり，相対的に少なかった（図－１の2-2）。こ

の違いは，「求められる調査精度のレベルの高さ」によるものと考

えられる。すなわち，普及啓発を目的とするものは，市民が生き

ものの調査を行うこと，それにより市民が身近な自然にふれあう

機会をつくること自体を目的とするものが含まれ，必ずしも調査

精度は問われないと思われるのに対し，モニタリングを目的とす

るものは，経年変化の把握が必要となる場合があるため，求めら

れるレベルも相対的に高くなる。さらに，行政計画に反映する場

合や緑地保全施策の検討に活用する場合は，対外的な説明に耐え

うる精度が必要となる場合があるため，求められるレベルも一層

高くなる。なお，調査を実施している自治体の約9割 28)が「モニ

タリング」を目的としていたことについては，これまでの都市に

おける生物多様性に関する議論の中で，「動植物数の経年変化を

把握する調査を実施している自治体が極めて少ない 4)」ことが課

題となっていることに対し，一定の調査精度の確保を前提とした

上で，市民参加型生物調査が有効な解決策の一つとなることを示

唆していると考えられる。 
このような市民参加型生物調査を一層推進していくための課題

としては，「行政職員等の技術力の不足」，「調査に係る財源・予算

の不足」，「行政職員の人員の不足」，「調査成果の活用方策」など

が挙げられており（図－１の1-2），これらは調査の実施の有無や

調査の規模等を問わず共通的な課題と考えられた。このうち，「調

査成果の活用方策」に関する課題については，緑の基本計画や生

物多様性地域戦略等の行政計画に活用することが有効と考えられ，

実際に図－１の3-3では緑の基本計画等の行政計画に活用するこ

とで「調査参加者の参加意欲の向上」につながること示されてい

る。また，「行政職員等の技術力の不足」に関する課題については，

先進的な取組について情報の蓄積・共有等の一層の充実が必要に

なるだろう。このような情報の蓄積・共有は，行政担当者が庁内

関係者の合意を得る際に取組の必要性を説明する根拠資料として

用いることにより，「調査に係る財源・予算の不足」に対する解決

の一助となることも考えられる。 
（２）市民参加型生物調査の緑の基本計画および計画に基づく緑

地保全施策への活用可能性 

市民参加型生物調査を実施している27自治体のうち，半数以

上が，緑の基本計画等の策定・改訂時に行う自然環境基礎調査の

中で，「主要なもの」あるいは「補足情報の一つ」として市民参加

型生物調査を活用している実態が明らかになった（図－１の3-1）。
このことから，緑の基本計画に用いる自然環境基礎調査として，

市民参加型生物調査は汎用性のある取組と考えられる。また，現

在の活用状況（図－１の3-1）と今後の活用予定（図－１の3-2）

647ランドスケープ研究 81 (5)，2018



 

 

を比較してみると，今後，市民参加型生物調査を緑の基本計画に

活用する自治体は増加していくものと考えられる。 
緑の基本計画に市民参加型生物調査を活用することのメリット

としては，「計画内容や計画に位置づけた施策を推進するにあた

り説得力が強まる」，「市内の自然環境の状態を専門業者に委託す

るよりも詳細に把握できる」，「調査参加者の参加意欲の向上」な

どの回答が挙げられた（図－１の3-3）。加えて，生物多様性に係

る目標指標 25)を設定するなど計画内容を充実させた事例（目黒

区）や，特別緑地保全地区の都市計画決定など具体的な緑地保全

施策の実効性の担保に活用した事例（茅ヶ崎市）, 緑の保全拠点

となる緑地における保全管理活動で活用した事例（藤沢市）など

も確認されたことから，計画内容の充実，計画に基づく施策の推

進，調査の更なる取組促進などに有効な方法であると考えられる。 
一方で，市民参加型生物調査を「緑の基本計画における自然環

境調査の主要なものの一つとして活用する」という選択肢を選択

しなかった理由については，「市民参加型調査は計画策定を目的に

していないこと」，「調査の精度や方法に課題があること」がその

主な理由として挙げられていた（図－１の3-4）。例えば，先述の

ように調査の目的が「普及啓発」など市民が生きものの調査を行

うこと，それにより市民が身近な自然にふれあう機会をつくるこ

と自体が目的として取り組まれているものについては，無理に行

政計画の策定・改訂時の基礎資料として活用する必要はないと言

えるだろう。一方で，「可能であれば計画策定に活用したいが，調

査の精度や方法に課題がある」という場合には，３．（３）で示し

た，市民参加型生物調査を緑の基本計画および施策の推進に活用

した5つの事例が参考になる。すなわち，地域の生きものに関す

る専門知識を有する市民による調査を行う方法（茅ヶ崎市，藤沢

市の事例），初心者による調査でも，研修会への参加や，調査グル

ープによる実態調査等を行うことにより，調査データの精度向上

を図る方法（柏市の事例）のほか，専門の調査業者による自然環

境調査を主としつつも補足情報の一つとして市民参加型生物調査

を活用するなど，活用範囲を絞り込む方法（川崎市の事例 26)）も

ある。さらに，長期的だが，最初は比較的簡便な情報収集から始

まり，行政が市民に対して身近な生きものに関心を持ってもらう

ための情報発信などを積み重ねることで，市民の調査に対する取

組意欲や機運を醸成し，調査の規模（調査対象や参加人数など）

を発展させていく方法（目黒区の事例）もある。このように，調

査目的や地域の実情（自然環境の特性や市民の意欲等）に応じて，

多様な調査方法があり，また，調査内容に応じて計画や施策推進

への活用方法も多様な可能性があると考えられる。 
このほか，茅ヶ崎市，藤沢市，目黒区の事例では，いずれも，

指標種を設定し，市区域スケールでの生物多様性の評価（地図の

作成等）や生物多様性保全上特に重要な地域の抽出を行っていた。

単に，「この地域では○種の動植物が確認できた」という情報だけ

でなく，その結果，どこの緑地が相対的に重要なのかを明らかに

することで，緑の基本計画や計画に基づく施策の推進に有用なデ

ータとなり得ると考えられる。指標種の選定や重要な地域の評価

の方法論の構築は今後の課題と考えられるが，先進的な事例を参

考に，専門家や市民とも協議しつつ，地域ごとに検討がなされ，

その事例が蓄積されることが期待される。 
市民参加型生物調査を通じて，「生態学的に価値の高い緑地が評

価され，その緑地が保全・管理される」，「調査に関わった住民が

身近な自然から季節感を感じることで地域の愛着が深まり，身近

な自然環境を保全する意欲も高まる」といった好循環が生じる 29)

ことは，「都市における人と自然の関係の再構築 30)」にもつなが

ると期待される。今後は，先進的な取組の蓄積・共有と行政担当

者が参照可能な技術資料の一層の充実が必要になるだろう。 
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